
仕 様 書 

 

１ 件名 

御総行物第７-２号   

自動体外式除細動器購入 

 

２ 目的 

御嵩町内の各施設に設置済みの自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）が耐用年数を迎

えるため、新たにＡＥＤを購入し、既存のＡＥＤを撤去する。 

 

３ 納入場所及び納入数量 

以下の施設の入口付近（既存のＡＥＤ収納ボックス内）に各１台納入する。 

(1) 御嵩町役場    

(2) 中公民館     

(3) 御嵩公民館   

(4) 上之郷保育園   

(5) 中保育園     

(6) 伏見保育園    

(7) 中児童館    

(8) 伏見にこにこ館 

(9) 上之郷小学校   

(10) 伏見小学校   

(11) 御嵩小学校   

(12) 上之郷中学校   

(13) 向陽中学校   

(14) 共和中学校   

 

４ 納入期限 

令和７年５月 30日（金） 

 

５ 納入機器 

●ＡＥＤ本体（小児用キー付き） １台 

（成人用電極パッド２組、バッテリー １台、ＡＥＤ用キャリングケース １個を含む。） 

≪ＡＥＤ本体仕様〉 

【参考規格：ハートスタート FRx＋ｅ】 

(1) 医療用具として薬事法の承認を得ていること。 



(2) 「日本版救急蘇生ガイドライン２０２０」に適合する機器であること。 

(3) 耳の不自由な方でも使用できる「耳マーク」の認定を受けた製品であること。 

(4) 日本語での音声指示アナウンスによる操作ガイダンス機能を備え、除細動器の使用経 

験がなくても適切な操作が可能であること。 

(5) 電極パッドは本体に接続された状態で保管されていること。 

(6) 毎日の自動セルフテスト機能を有し、不具合等の発生時には使用の可否が外部から確 

認できるとともに、緊急時の使用に支障のない状態が常に保たれているものであること。 

(7) 波形除細動出力波形は二相性であること。 

(8) 本体保証期間は、納入日から５年以上とし、修繕及び消耗品等の交換に当たっては、代用

品を用意するなど未設置期間が生じることのない体制をとること。 

なお、消耗品等の交換及び交換済消耗品の廃棄処分は受注者が行うこと。 

(9) 本体耐用年数は、納入日から８年以上であること。 

 

６ その他 

(1) 更新前のＡＥＤ機器一式については、受注者において撤去し、処分すること。 

(2) 各施設の担当者と協議し、納入日の調整等を行うこと。 

(3) 納入に当たり発生した問題点等については、発注者と受注者との間で協議の上対応するこ

と。 


